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山口県最低賃金を「８８８円」に引き上げます 

― 発効日は、令和４年１０月１３日－ 

 

 

山口労働局長（名田
な だ

 裕
ゆたか

）は、本日、山口地方最低賃金審議会（会長 濱
はま

島
しま

 清史
き よ し

）

からの答申を受け、山口県最低賃金を令和４年１０月１３日から時間額８８８円

に改正することを決定しました。 

 

  山口県最低賃金は、山口県内の事業場で働くすべての労働者（パート、アルバ 

イト等を含む。）に適用されるとともに、使用者は、この金額よりも低い賃金で 

労働者を使用することはできません。 

  

 

（参考） 

１ 令和４年度の最低賃金について 

２ 山口県最低賃金額の推移（過去５年分） 

３ 近隣県の令和４年度地域別最低賃金の答申状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省山口労働局発表 
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厚生労働省 

山口労働局 



 

（参考） 

 

１ 令和４年度の最低賃金について 

（１）山口県最低賃金の改正について、令和４年７月６日に山口労働局長から山口地方最低 

賃金審議会に対して諮問を行った。山口地方最低賃金審議会は、山口労働局長に対し、

同年８月１７日に現行の時間額８５７円を３１円引き上げて時間額８８８円に改正する

ことを結論とする答申をした。これを受けて、山口労働局長は本日の審議会で行われた

異議申出に関する手続きを経て、山口県最低賃金を令和４年１０月１３日から時間額８

８８円とすることとした。 

（２）山口労働局では、今後、山口県最低賃金の周知を図るため、県内市町、関係団体等に周

知及び監督指導等による履行確保の徹底を図ることとしている。 

 

２ 山口県最低賃金額の推移（過去５年分） 

 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

最低賃金額 ８０２円 ８２９円 ８２９円 ８５７円 ８８８円 

対前年度上昇率 ３．２％ ３．４％ ０．０％ ３．４％ ３．６％ 

対前年度上昇額 ２５円 ２７円 ０円 ２８円 ３１円 

※ 令和４年度の「３１円」は、最低賃金額が時間額で決まるようになった平成１４年度以降、 

最大の引上げ（引上げ率 ３.６％）になります。 

 

３ 近隣県の令和４年度地域別最低賃金の答申状況 

 

県 名 時間額(引上額) 発効日 

鳥 取 ８５４円（３３円） １０月６日 

島 根 ８５７円（３３円） １０月５日 

岡 山 ８９２円（３０円） １０月１日 

広 島 ９３０円（３１円） １０月１日 

福 岡 ９００円（３０円） １０月８日 

 


